
 

（参考）用語の定義 

公募設置管理制度 

（Park-PFI） 

平成29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利

用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収

益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公

園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管

理制度」のこと。 

公募対象公園施設 都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと。飲食店、売

店等の公園施設であって、法第5条第1項の許可の申請を行う事ができる者を公

募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図

るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認め

られるもの。 

特定公園施設 都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する「特定公園施設」のこと。公園

管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる

者が認定公募設置等計画に従い整備する、園路、広場等の公園施設であって、

公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向

上に寄与すると認められるもの。 

その他公園施設 福岡県が実施する、基盤整備及びインフラ施設の設計・建設の対象施設。本事業

においては、認定公募設置等計画における提案に基づき施設内容を確定した上

で、福岡県が発注する建設工事または委託業務として実施する。 

公募設置等指針 Park-PFIの公募に当たり、都市公園法第5条の2の規定に基づき、地方公共団

体が各種募集条件等を定めたもの。 

公募設置等計画 都市公園法第5条の3の規定に基づき、Park-PFIに応募する民間事業者等が公

園管理者に提出する計画。 

設置等予定者 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出した者。 

認定計画提出者 公園管理者が認定した公募設置等計画を提出した者。 

 

 

 

 


